
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

公
安
委
員
会
規
則

�
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

一

る
規
則

�
香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

二

る
規
則

警
察
本
部
告
示

�
自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

四

�
香
川
県
警
察
参
考
人
等
旅
費
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
二
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
条
」
を
「
第
九
条
」
に
、
「
等
の
遵
守
事
項
（
第
十
一
条
―
第
十
七
条
）
」
を
「
の
遵

「
第
四
章

削
除

「

守
事
項
等
（
第
十
条
・
第
十
一
条
）
」
に
、

第
五
章

監
督
等
（
第
十
九
条
―
第
二
十
一
条
）

を

第
六
章

雑
則
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
五
条
）
」

第
四
章

監
督
等
（
第
十
二
条
―
第
十
四
条
）

に
改
め
る
。

第
五
章

雑
則
（
第
十
五
条
―
第
十
八
条
）

」

第
二
条
中
「
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
条
件
の
付
加
又
は
変
更
は
」
を
「
香
川
県
公
安
委

員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
を
し
た
後
に
お
い
て
、
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
新
た
に
条
件
を
付
し
、
又
は
条
件
を
変
更
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
」
に
、
「
行

う
」
を
「
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
」
に
改
め
る
。

第
六
条
を
削
る
。

第
七
条
中
「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
別
記
様
式
第
五
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記

様
式
第
六
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
し
、
第
九
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
七
条
」
を
「
第
六
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
条
の
二
第
六
項
」

を
「
公
安
委
員
会
は
、
法
第
十
条
の
二
第
六
項
」
に
、
「
よ
る
認
定
の
取
消
し
は
、
別
記
様
式
第
七
号
」

を
「
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
、
別
記
様
式
第
五
号
」
に
、
「
行
う
」
を
「
当
該
認

定
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
」
に
改
め
、
同
条
を
第
九
条
と
す
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

風
俗
営
業
者
の
遵
守
事
項
等

第
三
章
中
第
十
一
条
を
第
十
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
七
条
を
第
十
一

条
と
す
る
。

第
四
章
を
削
る
。

第
十
九
条
の
見
出
し
を
「
（
報
告
等
の
要
求
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
よ
り
報
告
」
を
「
よ
る

報
告
」
に
、
「
を
求
め
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
十
五
号
」
を
「
の
要
求
は
、
別
記
様
式
第
六
号
」
に
改

め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
号
中
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
を
「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「

別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
別
記
様
式
第
十
七
号
」
を

「
別
記
様
式
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に

改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
及
び

第
七
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
別
記
様
式
第

十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式

第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条

号 外

平 成１６年

６月２９日（火曜日）

公
安
委
員
会
規
則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
号
外
）

一



第
十
一
号
中
「
別
記
様
式
第
二
十
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
号
中
「
別
記
様

式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
別
記
様
式
第
十

九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五
号
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式

第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同

条
第
十
七
号
中
「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
か
ら
第
二

十
号
ま
で
の
規
定
中
「
別
記
様
式
第
十
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号
中

「
別
記
様
式
第
十
八
号
」
を
「
別
記
様
式
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
二
号
中
「
別
記
様
式
第
十
九

号
」
を
「
別
記
様
式
第
九
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
一
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
一
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
一
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条

と
し
、
第
五
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
六
章
中
第
二
十
二
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
中
「
別
記
様
式
第
二
十
二
号
」
を
「
別
記
様
式
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
七
条

と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
六
章
を
第
五
章
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
を
削
る
。

別
記
様
式
第
４
号
（
第
７
条
、
第
１０
条
関
係
）

６
条
、
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
４
号
（
第

別
記
様
式
第
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
二
号
と
す
る
。

７
条
、
第
８
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
号
（
第
８
条
、
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
５
号
（
第

別
記
様
式
第
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
三
号
と
す
る
。

７
条
、
第
８
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第
８
条
、
第
９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
６
号
（
第

別
記
様
式
第
六
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
四
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
７
号
（
第
１０
条
関
係
）

別
記
様
式
第
７
号
（
第
９
条
関
係
）」

別
記
様
式
第
七
号
中
「

」
を
「

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
五
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
八
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
号
ま
で
を
削
る
。

別
記
様
式
第
１５
号
（
第
１９
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１５
号
（
第
１２
条
関

係
）

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
六
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
を
削
る
。

係
）

別
記
様
式
第
１７
号
（
第
２０
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１７
号
（
第
１３
条
関

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
七
号
と
す
る
。

係
）

別
記
様
式
第
１８
号
（
第
１３
条
関

別
記
様
式
第
１８
号
（
第
２０
条
関
係
）

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
八
号
と
す
る
。

係
）

別
記
様
式
第
１９
号
（
第
２０
条
関
係
）

別
記
様
式
第
１９
号
（
第
１３
条
関

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
九
号
と
す
る
。

別
記
様
式
第
２０
号
（
第
１３
条
関

別
記
様
式
第
２０
号
（
第
２０
条
関
係
）

係
）

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
号
と
す
る
。

関
係
）

別
記
様
式
第
２１
号
（
第
２１
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２１
号
（
第
１４
条

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

関
係
）

別
記
様
式
第
２２
号
（
第
２４
条
関
係
）

別
記
様
式
第
２２
号
（
第
１７
条

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
別
記
様
式
第
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
七
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
十
五
号
及
び
別
記
様
式
第

十
七
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
修
正
し
て
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
公
安
委
員
会
委
員
長

神

原

博

香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
三
号

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委

員
会
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
八
の
項
中
「
に
適
合
し
て
い
る
旨
の
検
定
及
び
適
合
し
て
い
な
い
旨
」
を
削
り
、
同
項
２
中

「

を
」

「

第
二
条
第
二
項

指
定
試
験
機
関
に
対
す
る
認
定
申
請
に
係
る
遊
技
機

の
再
試
験
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
命
令

○

第
一
条
第
四
項
第
一
号
イ

遊
技
機
の
点
検
及
び
取
扱
い
を
適
正
に
行
う
こ
と
が

○

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
号
外
）

二



に
、

」

「
提
出
要
求
」
を
「
提
出
の
要
求
」
に
、

「

を
」

「

に
、

」

「
型
式
の
再
試
験
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
命
令
」
を
「
型
式
の
再
試
験
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
の
命
令
」

に
、
「
検
定
の
通
知
」
を
「
型
式
の
検
定
の
通
知
」
に
、

「

を
」

「

に
、

」

「
第
十
一
条
第
三
項
」
を
「
第
十
一
条
第
四
項
」
に
、
「
検
定
の
取
消
し
の
」
を
「
型
式
の
検
定
の
取
消

し
の
」
に
改
め
、
同
項
３
中
「
の
周
知
」
を
「
を
周
知
さ
せ
る
措
置
」
に
、
「
少
年
指
導
委
員
講
習
」
を

「
少
年
指
導
委
員
に
対
す
る
講
習
」
に
、
「
解
嘱
理
由
の
通
知
」
を
「
の
解
嘱
理
由
の
通
知
及
び
弁
明
の

機
会
の
付
与
」
に
改
め
、
同
項
４
中
「
提
出
要
求
」
を
「
提
出
の
要
求
」
に
改
め
、
同
項
５
中

「

を
」

「

に
、

」

「
第
二
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
十
五
条
第
二
項
」
に
、
「
第
二
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
十
五
条
第
五

項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
四
十
八
の
項
中
「
国
際
捜

査
共
助
法
」
を
「
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
に
対
す
る
措
置
」
を
「
の
受
理
」
に
、

「

を
」

及
び
第
二
号
イ

で
き
る
者
の
認
定

第
一
条
の
二

認
定
申
請
に
係
る
補
正
の
要
求

○

第
二
条
第
一
項

認
定
に
関
す
る
試
験
の
実
施
の
決
定

○

第
二
条
第
二
項

指
定
試
験
機
関
に
対
す
る
認
定
申
請
に
係
る
遊
技
機

の
再
試
験
及
び
そ
の
結
果
の
報
告
の
命
令

○

第
五
条
第
二
項

遊
技
機
の
認
定
の
取
消
し
の
通
知

○

第
五
条
第
二
項

遊
技
機
の
認
定
の
取
消
理
由
の
通
知
及
び
弁
明
の
機

会
の
付
与

○

第
五
条
第
三
項

遊
技
機
の
認
定
の
取
消
し
の
通
知

○

第
七
条
第
二
項
第
三
号
ヘ

同
一
の
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
を
製
造
す
る
能
力
を

有
す
る
こ
と
を
適
正
に
判
定
で
き
る
者
の
認
定

○

第
七
条
第
二
項
第
四
号
ヘ

同
一
の
型
式
に
属
す
る
遊
技
機
を
輸
入
す
る
者
で
あ

る
こ
と
を
適
正
に
判
定
で
き
る
者
の
認
定

○

第
七
条
の
二
第
一
項

遊
技
機
の
製
造
業
者
の
確
認

○

第
七
条
の
二
第
三
項

確
認
証
明
書
の
交
付

○

第
七
条
の
二
第
四
項

確
認
申
請
書
等
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
の
受
理

○

第
七
条
の
二
第
五
項

遊
技
機
の
製
造
の
廃
止
の
届
出
の
受
理

○

第
七
条
の
二
第
六
項

遊
技
機
の
製
造
業
者
の
確
認
の
取
消
し

○

第
七
条
の
二
第
七
項

遊
技
機
の
製
造
業
者
の
確
認
の
取
消
し
の
通
知

○

第
七
条
の
三

検
定
申
請
に
係
る
補
正
の
要
求

○

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項

遊
技
機
の
検
定
の
取
消
し

○

第
十
一
条
第
一
項
及
び
第

二
項

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
取
消
し

○

第
十
一
条
第
二
項
第
四
号

検
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
報
告
の
要
求

○

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号

検
定
を
受
け
た
者
の
事
務
所
等
に
お
け
る
検
査
等
の

実
施

○

第
十
一
条
第
三
項

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
取
消
理
由
の
通
知
及
び
弁

明
の
機
会
の
付
与

○

第
十
条
第
二
項

特
例
風
俗
営
業
者
認
定
取
消
通
知
書
に
よ
る
通
知

○

第
十
九
条

報
告
等
要
求
書
に
よ
る
通
知

○

第
九
条
第
二
項

特
例
風
俗
営
業
者
認
定
取
消
通
知
書
に
よ
る
通
知

○

第
十
三
条
第
二
項

収
集
し
た
証
拠
の
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
送
付

○

香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
号
外
）

三



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

「

に
」

改
め
、
同
表
七
十
二
の
項
中

「

を
」

「

に
」

改
め
、
「
第
二
十
六
条
の
二
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
六
条
の
三
」
を
加
え
、
「
第
二
十
六
条
の
三
第
一

項
」
を
「
第
二
十
六
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
四
十
八
の
項
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
七
号

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
警
察
本
部
長

岩

瀬

充

明

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

自
動
車
の
保
管
場
所
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
実
施
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
二
号
ニ
中
「
使
用
に
」
を
「
保
管
場
所
に
」
に
、
「
都
市
基
盤
整
備
公
団
」
を
「
独

立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
八
号

香
川
県
警
察
参
考
人
等
旅
費
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

香
川
県
警
察
本
部
長

岩

瀬

充

明

香
川
県
警
察
参
考
人
等
旅
費
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
警
察
参
考
人
等
旅
費
取
扱
規
程
（
平
成
十
二
年
香
川
県
警
察
本
部
告
示
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
号
中
「
国
際
捜
査
共
助
法
」
を
「
国
際
捜
査
共
助
等
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
の
規
定
」

を
「
又
は
第
五
項
の
規
定
」
に
改
め
、
同
条
中
第
九
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
条
第
八
号
中
「
困
り
事
相

談
」
を
「
警
察
安
全
相
談
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加

え
る
。

八

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
意
見
の
聴
取
の
実
施
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
し
た

参
考
人
（
当
事
者
又
は
参
加
人
の
申
出
に
よ
り
出
頭
し
た
参
考
人
を
除
く
。
）

九

火
薬
類
取
締
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
第
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
出
頭
し
た
参
考
人

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
四
条
第
二
項

収
集
し
た
証
拠
の
国
家
公
安
委
員
会
へ
の
送
付

○

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号

国
家
公
安
委
員
会
か
ら
の
調
査
の
指
示
の
受
理

○

第
十
二
条
第
一
項

専
門
捜
査
員
の
応
援
派
遣
に
関
す
る
協
定
の
締
結
及

び
実
施

○

第
十
三
条
第
一
項

警
察
庁
等
に
対
す
る
専
門
捜
査
員
の
派
遣
の
要
求

○

第
十
三
条
第
二
項

他
の
都
道
府
県
警
察
へ
の
専
門
捜
査
員
の
派
遣

○

第
十
三
条
第
三
項

専
門
捜
査
員
の
派
遣
を
迅
速
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め

に
必
要
な
措
置

○

警
察
本
部
告
示

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
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平
成
十
六
年
六
月
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十
九
日
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香

川
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（
購
読
料
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円
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香

川

県

報

平
成
十
六
年
六
月
二
十
九
日

（
号
外
）

四


